
県有未利用地等除草等委託業務（西部地域）仕様書 

 

１ 委託業務の名称 

  県有未利用地等除草等委託業務（西部地域）（以下「委託業務」という。） 

 

２ 委託業務の場所 

下表に掲げる箇所のうち、発注者が随時指定する箇所（別図を参照）とする。 

  なお、下表の面積は業務対象面積である。 
 名  称 所 在 地 面積（㎡） 

１ （元）米子空港駐車場用地 境港市財ノ木町1033-1 456.77 

２ （元）米子警察署署員宿舎（永江） 米子市永江880-2 1,180.10 

３ （元）境港警察署署員宿舎（渡町） 境港市渡町1912番6外 735.34 

４ （元）境港通勤寮 境港市外江町四方ノ川3405－2外3筆 2,637.50 

５ （元）弓浜がすり伝承館 境港市麦垣町86-2 2,764.26 

６ （元）境水産高等学校 境港市中野町1965 15,179.15 

７ （元）日野高等学校（黒坂） 日野郡日野町黒坂1113 外 15,955.00 

８ （元）日野高等学校（黒坂） 日野郡日野町下菅321-3 2,191.00 

合  計 41,099.12 

 

３ 履行期間 

  契約締結日から令和８年９月30日まで 

 

４ 委託業務の内容 

（１）状況確認及び報告業務（以下「確認等業務」という。） 

  ア 確認等業務の内容は、以下の状況を確認し、口頭及び写真により速やかに発注者に報告すること。 

  （ア）雑草の繁茂具合 

  （イ）樹木、生垣の繁茂具合（剪定作業はこの契約の対象外とする。） 

  （ウ）ごみの投棄状況（処分はこの契約の対象外とする。） 

イ 契約締結後、14日以内に、２の委託業務の場所（以下「業務場所」という。）について、全箇所の状況

を確認し、10日以内に発注者に報告すること。 

なお、この確認等業務は５（１）に示す１か月に１回の予定回数に含まれる。 

ウ 発注者が随時指定する箇所については、その都度発注者が指定した日から７日以内に状況確認を行い、

10日以内に発注者に報告すること。 

  

（２）雑草の除去業務（以下「除草業務」という。） 

  ア （１）の報告等に基づき発注者が随時指示する場所について除草業務を行い、除去した雑草は法令に従

い適正な方法により処分すること。 

  イ 作業場所、周辺環境、雑草等の繁茂具合を考慮し、機械又は人力により適切に行うこと。 

    なお、雑草は草丈２センチメートル以内に刈り取ること。 

  ウ 作業に当たっては、近隣住民等の迷惑とならないよう十分に注意すること。 

 

５ 委託業務の予定数量 

（１）確認等業務 ４回（業務場所全箇所を１か月に１回） 

ただし、前月末までに発注者から確認等業務を行わないよう受注者に対して指示があった箇所は、当該月

の確認等業務は不要とする。 

（２）除草業務 41,099.12平方メートル 

ただし、実施面積として保証するものではなく、同一業務場所を複数回実施する場合や、１回も実施を指

示しない業務場所がある。 

別 添 



 

６ 委託業務完了後の手続について 

（１） 完了報告 

ア 受注者は、各月の委託業務を完了したときは、その翌月５日までに、別添様式「完了通知書」に次の（ア）

から（ウ）までの資料を添付して発注者へ提出すること。 

  （ア）作業開始前、完了後の写真 

  （イ）（ア）の写真の撮影箇所図 

  （ウ）委託業務実施箇所ごとに、実際に委託業務を行った部分の面積計算図 

     なお、面積計算は、水平投影面積により、平方メートルを単位とし、１平方メートルの100分の１未

満の端数は切り捨てる。ただし、実施箇所ごとの実測面積は、各業務場所の面積を上限とする。 

  イ 発注者は、完了通知書受理後10日以内に検査を行い、その結果、合格と認めるときは、その旨を受注者

に通知する。 

 

（２）委託料の支払 

  ア 受注者は、（１）の通知を受理した後、当該月分の委託料の請求書を発注者へ提出すること｡ 

なお、その際の請求金額は、確認等業務に係る１回当たりの契約単価及び除草業務に係る１平方メート

ル当たりの契約単価に、確認等業務の実績回数及び除草業務を行った部分の実測面積をそれぞれ乗じて得

た金額（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）の合計金額に、その10パーセントに相

当する額を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）とする。 

  イ 発注者は、正当な請求書を受理した日から30日以内に請求に係る委託料を受注者に支払う。 

 

７ 権利義務の譲渡等の禁止 

   受注者は、委託業務に係る契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はそ

の権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りで

ない。 

 

８ 秘密の保持 

（１）受注者は、委託業務の履行に関して知り得た事項を第三者に漏らし、又は発注者の承認を受けないで資

料等を第三者に閲覧させてはならない。 

（２）受注者は、委託業務に従事する者並びに９の規定により委託業務を再委託する場合の再委託先及びそれ

らの使用人に対して、（１）の規定を遵守させなければならない。 

（３）発注者は､受注者が（１）及び（２）の規定に違反し、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、受注者

に対し委託業務に係る契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。 

（４）（１）から（３）までの規定は、委託業務に係る履行期間の満了後又は契約解除後も同様とする。 

 

９ 再委託の禁止 

（１）受注者は、発注者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。 

（２）発注者は、次のいずれかに該当する場合は、（１）の承認をしない。ただし、特段の理由がある場合は

この限りでない。 

ア 再委託の契約金額（再委託が単価契約によるときは再委託の契約期間中の支払予定額の総額）が委託

業務に係る確認等業務及び除草業務の契約単価に、５に示す予定数量をそれぞれ乗じて得た額（１円未

満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）の合計額に、当該金額の10パーセントに相当する額

を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）の50パーセントを超える場

合 

イ 再委託する業務に委託業務の中核となる部分が含まれている場合 

（３）受注者は、（１）の承認を受けて第三者に再委託を行う場合、再委託先に委託業務に係る契約に基づく

一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して責任を負わせなければならない。 

 

10 調査等 



   発注者は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況について調査し、受注者に対して報告を求め

ることができる。この場合において、受注者は、これに従わなければならない。 

 

11 仕様書遵守に要する経費 

   この仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。 

 

12 その他 

   この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と受注者が協

議して定める。 

 


